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新旧対照表 

○建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 

 

新 旧 

（軽微変更該当証明書（適合性判定）の交付） （軽微変更該当証明書の交付） 

第１条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成28

年国土交通省令第５号。以下「省令」という。）第13条に規定する書面の交

付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書（適合性判定）（第１号

様式）の正本及び副本に、それぞれ、省令第４条第１項に規定する図書及び

書類（神奈川県が直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を行った場合

においては、図書）を添えて知事に申請しなければならない。 

第１条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成28

年国土交通省令第５号。以下「省令」という。）第11条に規定する書面（以

下「軽微変更該当証明書」という。）の交付を受けようとする者は、軽微変

更該当証明申請書（第１号様式）の正本及び副本に、それぞれ、省令第２条

第１項に規定する図書及び書類（神奈川県が直前の建築物エネルギー消費性

能適合性判定を行った場合においては、図書）を添えて知事に申請しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項の申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画（建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年法律第53号。以下「法」

という。）第11条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をい

う。以下同じ。）の変更が省令第５条（省令第９条第２項において準用する

場合を含む。以下同じ。）に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは、

軽微変更該当証明書（適合性判定）（第２号様式）を申請者に交付するもの

とする。 

２ 知事は、前項の申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画（建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年法律第53号。以下「法」

という。）第12条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をい

う。以下同じ。）の変更が省令第３条（省令第７条第２項において準用する

場合を含む。以下同じ。）に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは、

軽微変更該当証明書（第２号様式）を申請者に交付するものとする。 

３ 知事は、第１項の申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が

省令第５条に規定する軽微な変更に該当すると認められないときは、その旨

及びその理由を軽微変更非該当通知書（適合性判定）（第３号様式）により

申請者に通知するものとする。 

３ 知事は、第１項の申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が

省令第３条に規定する軽微な変更に該当すると認められないときは、その旨

及びその理由を軽微変更非該当通知書（第３号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

（軽微変更該当証明書（性能向上計画認定）の交付） （新設） 

第２条 省令第28条に規定する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該

当証明申請書（性能向上計画認定）（第４号様式）の正本及び副本に、それ

ぞれ、省令第26条に規定する図書を添えて知事に申請しなければならない。 

 

２ 知事は、前項の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画（法第29条

第１項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。）

の変更が省令第25条に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは、軽微

変更該当証明書（性能向上計画認定）（第５号様式）を申請者に交付するも

のとする。 

 

３ 知事は、第１項の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が  
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省令第25条に規定する軽微な変更に該当すると認められないときは、その旨

及びその理由を軽微変更非該当通知書（性能向上計画認定）（第６号様式）

により申請者に通知するものとする。 

（省令第20条第１項に規定する知事が必要と認める図書） （省令第23条第１項に規定する知事が必要と認める図書） 

第３条 省令第20条第１項に規定する知事が必要と認める図書は、次に掲げる

図書とする。 

第２条 省令第23条第１項に規定する知事が必要と認める図書は、次に掲げる

図書とする。 

(１) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める図書 (１) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める図書 

ア 法第30条第１項各号に掲げる基準に適合していることにつき、登録住

宅性能評価機関（住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律

第81号。以下「住宅品質確保法」という。）第５条第１項に規定する登

録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。）又は登録建築物エネルギー消

費性能判定機関（法第14条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費

性能判定機関をいう。以下同じ。）による審査を受けた場合 当該登録

住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付す

る適合証 

ア 法第35条第１項各号に掲げる基準に適合していることにつき、登録住

宅性能評価機関（住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律

第81号。以下「住宅品質確保法」という。）第５条第１項に規定する登

録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。）又は登録建築物エネルギー消

費性能判定機関（法第15条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費

性能判定機関をいう。以下同じ。）による審査を受けた場合 当該登録

住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付す

る適合証 

イ （略） イ （略） 

(２) （略） (２) （略）  

（省令第20条第３項に規定する知事が不要と認める図書） （省令第23条第３項に規定する知事が不要と認める図書） 

第４条 省令第20条第３項に規定する知事が不要と認める図書は、前条第１号

ア又はイに掲げる図書を提出する場合における省令第20条第１項の表の(い)

項に掲げる各種計算書とする。 

第３条 省令第23条第３項に規定する知事が不要と認める図書は、前条第１号

ア又はイに掲げる図書を提出する場合における省令第23条第１項の表の(い)

項に掲げる各種計算書とする。 

（削除） （省令第30条第１項に規定する知事が必要と認める図書） 

 第４条 省令第30条第１項に規定する知事が必要と認める図書は、次に掲げる

図書とする。 

 (１) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める図書 

 ア 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることにつき、登録住宅

性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を

受けた場合 当該登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費

性能判定機関が交付する適合証 

 イ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第54条第

１項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定を受けた場合 都市の

低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成24年国土交通省令第86号）

第43条第２項に規定する通知書の写し及び建築基準法（昭和25年法律第
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201号）第７条第５項、第７条の２第５項又は第18条第18項の規定により

交付された検査済証の写し 

 ウ 法第35条第１項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定を受けた場合 省令第25条第２項に規定する通知書の写し及び建築基

準法第７条第５項、第７条の２第５項又は第18条第18項の規定により交

付された検査済証の写し 

 エ 住宅品質確保法第５条第１項に規定する住宅性能評価を行った場合 

住宅品質確保法第６条第３項に規定する建設住宅性能評価書の写し 

 (２) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書 

（削除） （省令第30条第３項に規定する知事が不要と認める図書） 

 第５条 省令第30条第３項に規定する知事が不要と認める図書は、前条第１号

ア、イ、ウ又はエに掲げる図書を提出する場合における省令第１条第１項の

表の(い)項に掲げる各種計算書とする。 

（建築確認申請書の提出部数等） （建築確認申請書の提出部数等） 

第５条 法第30条第２項の規定により提出する建築基準法（昭和25年法律第201

号）第６条第１項の規定による確認の申請書（以下「建築確認申請書」とい

う。）の部数は、正本１部及び副本１部とする。ただし、同法第６条の３第

１項又は第18条第５項の構造計算適合性判定を要する建築物が含まれる場合

（当該建築物について、既に同法第77条の35の５第１項の指定構造計算適合

性判定機関（同法第18条の２第１項の規定により知事が構造計算適合性判定

を行わせることとしたものに限る。）により同法第６条の３第１項に規定す

る特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判

定された場合（次項において「適合判定がされた場合」という。）を除く。）

における建築確認申請書の部数は、正本１部及び副本２部とする。 

第６条 法第35条第２項の規定により提出する建築基準法第６条第１項の規定

による確認の申請書（以下「建築確認申請書」という。）の部数は、正本１

部及び副本１部とする。ただし、同法第６条の３第１項又は第18条第４項の

構造計算適合性判定を要する建築物が含まれる場合（当該建築物について、

既に同法第77条の35の５第１項の指定構造計算適合性判定機関（同法第18条

の２第１項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとしたも

のに限る。）により同法第６条の３第１項に規定する特定構造計算基準又は

特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合（次項にお

いて「適合判定がされた場合」という。）を除く。）における建築確認申請

書の部数は、正本１部及び副本２部とする。 

２ 前項の場合において、建築確認申請書には、省令第20条第１項に規定する

申請書の写しを添付するものとする。ただし、適合判定がされた場合は、当

該申請書の写しのほか、当該判定の結果を証する書類又はその写しを添付す

るものとする。 

２ 前項の場合において、建築確認申請書には、省令第23条第１項に規定する

申請書の写しを添付するものとする。ただし、適合判定がされた場合は、当

該申請書の写しのほか、当該判定の結果を証する書類又はその写しを添付す

るものとする。 

（申請等の取下げ） （申請等の取下げ） 

第６条 法第11条第１項若しくは第２項の規定による提出、法第12条第２項若

しくは第３項の規定による通知、法第29条第１項の規定による申請、法第31

条第１項の規定による申請、第１条第１項の規定による申請又は第２条第１

項の規定による申請をした者（以下「申請者等」という。）は、これらの申

第７条 法第12条第１項若しくは第２項の規定による提出、法第13条第２項若

しくは第３項の規定による通知、法第19条第１項の規定による届出、法第20

条第２項の規定による通知、法第34条第１項の規定による申請、法第36条第

１項の規定による申請、法第41条第１項の規定による申請又は第１条第１項
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請等を取り下げようとするときは、取下げ届（第７号様式）により知事に届

け出なければならない。 

の規定による申請をした者（以下「申請者等」という。）は、これらの申請

等を取り下げようとするときは、取下げ届（第４号様式）により知事に届け

出なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（認定をしない旨の通知） （認定をしない旨の通知） 

第７条 知事は、法第30条第１項（法第31条第２項において準用する場合を含

む。）の認定をしないときは、その旨及びその理由を申請者等に書面により

通知するものとする。 

第８条 知事は、法第35条第１項（法第36条第２項において準用する場合を含

む。）又は法第41条第２項の認定をしないときは、その旨及びその理由を申

請者等に書面により通知するものとする。 

（適合判定通知書の交付を受けた計画等の廃止） （適合判定通知書の交付を受けた計画等の廃止） 

第８条 建築主等（法第２条第１項第４号に規定する建築主及び法第12条第１

項に規定する国等の機関の長をいう。以下同じ。）は、適合判定通知書（法

第11条第６項に規定する適合判定通知書をいう。以下同じ。）の交付を受け

た建築物エネルギー消費性能確保計画を廃止したときは、建築物エネルギー

消費性能確保計画廃止届出書（第８号様式）に適合判定通知書を添えて、知

事に届け出なければならない。 

第９条 建築主等（法第２条第１項第４号に規定する建築主及び法第13条第１

項に規定する国等の機関の長をいう。以下同じ。）は、適合判定通知書（法

第12条第６項に規定する適合判定通知書をいう。以下同じ。）の交付を受け

た建築物エネルギー消費性能確保計画を廃止したときは、建築物エネルギー

消費性能確保計画廃止届出書（第５号様式）に適合判定通知書を添えて、知

事に届け出なければならない。 

２ 認定建築主（法第31条第１項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。）

は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画（法第32条に規定する認定建築

物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。）を廃止したときは、認

定建築物エネルギー消費性能向上計画廃止届出書（第９号様式）に、省令第

24条第２項に規定する通知書（法第31条第２項において準用する法第30条第

１項の規定による変更の認定を受けた者にあっては、当該通知書及び省令第

27条において読み替えて準用する省令第24条第２項に規定する通知書をい

う。次条第２項において同じ。）を添えて、知事に届け出なければならない。 

２ 認定建築主（法第36条第１項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。）

は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画（法第37条に規定する認定建築

物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。）を廃止したときは、認

定建築物エネルギー消費性能向上計画廃止届出書（第６号様式）に、省令第

25条第２項に規定する通知書（法第36条第２項において準用する法第35条第

１項の規定による変更の認定を受けた者にあっては、当該通知書及び省令第

28条において読み替えて準用する省令第25条第２項に規定する通知書をい

う。次条第２項において同じ。）を添えて、知事に届け出なければならない。 

（建築主等の変更） （建築主等の変更） 

第９条 適合判定通知書の交付を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画

で、その工事完了前に建築主等を変更しようとするときは、建築主等は、建

築主等・認定建築主変更届（第10号様式）に適合判定通知書の写しその他の

建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたことを確認できる書類を添え

て知事に届け出なければならない。 

第10条 適合判定通知書の交付を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画

で、その工事完了前に建築主等を変更しようとするときは、建築主等は、建

築主等・認定建築主変更届（第７号様式）に適合判定通知書の写しその他の

建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたことを確認できる書類を添え

て知事に届け出なければならない。 

２ 法第30条第１項（法第31条第２項において準用する場合を含む。）の認定

を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物で、その工事の完

了前に認定建築主を変更しようとするときは、認定建築主は、建築主等・認

定建築主変更届に省令第24条第２項に規定する通知書の写しその他の建築物

２ 法第35条第１項（法第36条第２項において準用する場合を含む。）の認定

を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物で、その工事の完

了前に認定建築主を変更しようとするときは、認定建築主は、建築主等・認

定建築主変更届に省令第25条第２項に規定する通知書の写しその他の建築物
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エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたことを確認できる書類を添えて

知事に届け出なければならない。 

エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたことを確認できる書類を添えて

知事に届け出なければならない。 

（工事完了報告） （工事完了報告） 

第10条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネ

ルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事（以下「工

事」という。）が完了したときは、工事完了報告書（第11号様式）に次の各

号のいずれかに掲げる図書を添えて、速やかに、知事に報告しなければなら

ない。 

第11条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネ

ルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事（以下「工

事」という。）が完了したときは、工事完了報告書（第８号様式）に次の各

号のいずれかに掲げる図書を添えて、速やかに、知事に報告しなければなら

ない。 

(１)～(３) （略）  (１)～(３) （略） 

（認定を取り消す旨の通知） （認定を取り消す旨の通知） 

第11条 知事は、法第34条の規定により認定を取り消すときは、その旨及びそ

の理由を認定建築主又は建築物の所有者に書面により通知するものとする。 

第12条 知事は、法第39条又は第42条の規定により認定を取り消すときは、そ

の旨及びその理由を認定建築主又は建築物の所有者に書面により通知するも

のとする。 
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 第１号様式（第１条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

軽微変更該当証明申請書（適合性判定） 

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

申請者 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

設計者 氏  名                     

 

 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定により、建築物

エネルギー消費性能確保計画の変更が同令第５条（同令第９条第２項において準用する同令

第５条）に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請します。 

 この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

１ 適 合 判 定 通 知 書 番 号             第      号 

２ 適合判定通知書交付年月日 年  月  日 

３ 適合判定通知書交付者              

４ 軽 微 な 変 更 の 概 要              

※  受    付    欄 ※  決   裁   欄 ※  決  裁  年  月  日 

年   月   日 

 
 

第           号 

係 員  係 員  

備考 １ 正本１部及び副本１部を提出してください。 

   ２ ※印の欄には、記入しないでください。 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則別記様式第１の第２

面から第５面までに記載すべき事項を記載した書類を添付してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 第１号様式（第１条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

軽 微 変 更 該 当 証 明 申 請 書                

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

申請者 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

設計者 氏  名                     

 

 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の規定により、建築物

エネルギー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更が同令第３条（同令

第７条第２項において準用する第３条）に規定する軽微な変更に該当していることを証する

書面の交付を申請します。 

 この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

１ 適 合 判 定 通 知 書 番 号             第      号 

２ 適合判定通知書交付年月日 年  月  日 

３ 適合判定通知書交付者              

４ 軽 微 な 変 更 の 概 要              

※  受    付    欄 ※  決   裁   欄 ※  決  裁  年  月  日 

年   月   日 

 
 

第           号 

係 員  係 員  

備考 １ 正本１部及び副本１部を提出してください。 

   ２ ※印の欄には、記入しないでください。 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則別記様式第１の第２

面から第５面までに記載すべき事項を記載した書類を添付してください。 
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 第２号様式（第１条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

軽微変更該当証明書（適合性判定） 

 

第        号  

年  月  日  

 

         様 

 

 

神奈川県知事（氏名）           

 

 

     年  月  日付けで証明の申請のありました建築物エネルギー消費性能確保計

画の変更については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第５条

（同令第９条第２項において準用する同令第５条）に規定する軽微な変更に該当しているこ

とを証明します。 

１ 建 築 場 所             
 

２ 建築物又はその部分の概要 
 

備考 この証明書は、大切に保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２号様式（第１条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

軽 微 変 更 該 当 証 明 書                

 

第        号  

年  月  日  

 

         様 

 

 

神奈川県知事（氏名）        ○印   

 

 

     年  月  日付けで証明の申請のありました建築物エネルギー消費性能確保計

画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更については、建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律施行規則第３条（同令第７条第２項において準用する第３条）に規定する

軽微な変更に該当していることを証明します。 

１ 建 築 場 所             
 

２ 建築物又はその部分の概要 
 

備考 この証明書は、大切に保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



8/16  

新 旧 

 第３号様式（第１条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

軽微変更非該当通知書（適合性判定） 

 

第        号  

年  月  日  

 

         様 

 

 

神奈川県知事（氏名）           

 

 

     年  月  日付けで証明の申請のありました建築物エネルギー消費性能確保計

画の変更については、次の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施

行規則第５条（同令第９条第２項において準用する同令第５条）に規定する軽微な変更に該

当していると認められませんので、通知します。 

 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第３号様式（第１条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

軽 微 変 更 非 該 当 通 知 書                

 

第        号  

年  月  日  

 

         様 

 

 

神奈川県知事（氏名）        ○印   

 

 

     年  月  日付けで証明の申請のありました建築物エネルギー消費性能確保計

画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更については、次の理由により建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律施行規則第３条（同令第７条第２項において準用する第３

条）に規定する軽微な変更に該当していると認められませんので、通知します。 

 

 

（理由） 
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 第４号様式（第２条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

軽微変更該当証明申請書（性能向上計画認定） 

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

申請者 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

             設計者 氏  名 

 

 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の規定により、建築物

エネルギー消費性能向上計画の変更が同令第25条に規定する軽微な変更に該当していること

を証する書面の交付を申請します。 

 この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

１ 
 
 

認定建築物エネルギー消
費性能向上計画の認定
（ 変 更 認 定 ） 番 号 

第      号 

２ 
 
 

認定建築物エネルギー消
費性能向上計画の認定
（ 変 更 認 定 ） 年 月 日 

年  月  日 

３ 軽 微 な 変 更 の 概 要  

※ 受   付   欄 ※ 決  裁  欄 ※  決  裁  年  月  日 

年  月  日 

 
 

第          号 

係 員  係 員  

備考 １ 正本１部及び副本１部を提出してください。 

   ２ ※印の欄には、記入しないでください。 

   ３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則別記様式第27の第２ 

面から第５面までに記載すべき事項を記載した書類を添付してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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 第５号様式（第２条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

軽微変更該当証明書（性能向上計画認定） 

 

第        号  

年  月  日  

 

         様 

 

 

神奈川県知事（氏名）           

 

 

     年  月  日付けで証明の申請のありました建築物エネルギー消費性能向上計

画の変更については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第25条に

規定する軽微な変更に該当していることを証明します。 

１ 建 築 場 所             
 

２ 建築物又はその部分の概要 
 

備考 この証明書は、大切に保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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 第６号様式（第２条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

軽微変更非該当通知書（性能向上計画認定） 

 

第        号  

年  月  日  

 

         様 

 

 

神奈川県知事（氏名）           

 

 

     年  月  日付けで証明の申請のありました建築物エネルギー消費性能向上計

画の変更については、次の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施

行規則第25条に規定する軽微な変更に該当していると認められませんので、通知します。 

 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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 第７号様式（第６条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

取 下 げ 届                

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

届出者 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

 

 

 次のとおり申請等を取り下げたいので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律施行細則第６条第１項の規定により届け出ます。 

１ 申 請 等 の 種 類  

２ 申 請 等 年 月 日 年  月  日 

３ 建 築 物 の 位 置 

（地名地番） 

（住居表示） 

４ 取 下 げ の 理 由  

５ 備 考  

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日 

 
 

第     号 

係 員  係 員  

備考 １ 正本１部及び副本１部を提出してください。 

   ２ ※印の欄には、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 第４号様式（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

取 下 げ 届                

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

届出者 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

 

 

 次のとおり申請等を取り下げたいので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律施行細則第７条第１項の規定により届け出ます。 

１ 申 請 等 の 種 類  

２ 申 請 等 年 月 日 年  月  日 

３ 建 築 物 の 位 置 

（地名地番） 

（住居表示） 

４ 取 下 げ の 理 由  

５ 備 考  

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日 

 
 

第     号 

係 員  係 員  

備考 １ 正本１部及び副本１部を提出してください。 

   ２ ※印の欄には、記入しないでください。 
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 第８号様式（第８条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

建築物エネルギー消費性能確保計画廃止届出書 

 

年  月  日  

  神奈川県知事殿 

 

 

建築主等 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

 

 

 次のとおり建築物エネルギー消費性能確保計画を廃止したので、建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律施行細則第８条第１項の規定により届け出ます。 

１ 適合判定通知書番号            第      号 

２ 適合判定通知書交付年月日 年  月  日 

３ 建 築 物 の 位 置 
（地名地番） 

（住居表示） 

４ 廃  止  の  理  由  

５ 備         考  

※  受    付    欄 ※  決   裁   欄 ※  決  裁  年  月  日 

年   月   日 

 
 

第         号 

係 員  係 員  

備考 ※印の欄には、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第５号様式（第９条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

建築物エネルギー消費性能確保計画廃止届出書 

 

年  月  日  

  神奈川県知事殿 

 

 

建築主等 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

 

 

 次のとおり建築物エネルギー消費性能確保計画を廃止したので、建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律施行細則第９条第１項の規定により届け出ます。 

１ 適合判定通知書番号            第      号 

２ 適合判定通知書交付年月日 年  月  日 

３ 建 築 物 の 位 置 
（地名地番） 

（住居表示） 

４ 廃  止  の  理  由  

５ 備         考  

※  受    付    欄 ※  決   裁   欄 ※  決  裁  年  月  日 

年   月   日 

 
 

第         号 

係 員  係 員  

備考 ※印の欄には、記入しないでください。 
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 第９号様式（第８条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

認定建築物エネルギー消費性能向上計画廃止届出書 

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

認定建築主 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

 

 

 次のとおり認定建築物エネルギー消費性能向上計画を廃止したので、建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律施行細則第８条第２項の規定により届け出ます。 

１ 
 
 

認定建築物エネルギー
消費性能向上計画の認
定（変更認定）番号 

第      号 

２ 
 
 

認定建築物エネルギー
消費性能向上計画の認
定（変更認定）年月日 

年  月  日 

３ 建 築 物 の 位 置 

（地名地番） 

（住居表示） 

４ 廃 止 の 理 由  

５ 備 考  

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日 

 
 

第     号 

係 員  係 員  

備考 ※印の欄には、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 第６号様式（第９条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

認定建築物エネルギー消費性能向上計画廃止届出書 

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

認定建築主 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

 

 

 次のとおり認定建築物エネルギー消費性能向上計画を廃止したので、建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律施行細則第９条第２項の規定により届け出ます。 

１ 
 
 

認定建築物エネルギー
消費性能向上計画の認
定（変更認定）番号 

第      号 

２ 
 
 

認定建築物エネルギー
消費性能向上計画の認
定（変更認定）年月日 

年  月  日 

３ 建 築 物 の 位 置 

（地名地番） 

（住居表示） 

４ 廃 止 の 理 由  

５ 備 考  

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日 

 
 

第     号 

係 員  係 員  

備考 ※印の欄には、記入しないでください。 

 

 

 

 

 
  



15/16  

新 旧 

 第10号様式（第９条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

建築主等・認定建築主変更届                

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

建築主等・ 郵便番号                     

認定建築主 住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

 

 

 次のとおり建築主等・認定建築主を変更したいので、関係図書を添えて届け出ます。 

１ 交付（認定）の年月

日及び番号 
   年  月  日    第      号 

２ 建築主等・認定

建築主の住所及

び氏名 

新 
〒 

電話番号（  ）  ―    

旧 
〒 

電話番号（  ）  ―    

３ 変 更 の 理 由  

※ 受   付   欄 ※ 決   裁   欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日 

 
 

第        号 

係 員  係 員  

備考 １ 提出部数は、正本１部、副本１部としてください。 

   ２ ※印の欄には、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 第７号様式（第10条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

建築主等・認定建築主変更届                

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

建築主等・ 郵便番号                     

認定建築主 住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

 

 

 次のとおり建築主等・認定建築主を変更したいので、関係図書を添えて届け出ます。 

１ 交付（認定）の年月

日及び番号 
   年  月  日    第      号 

２ 建築主等・認定

建築主の住所及

び氏名 

新 
〒 

電話番号（  ）  ―    

旧 
〒 

電話番号（  ）  ―    

３ 変 更 の 理 由  

※ 受   付   欄 ※ 決   裁   欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日 

 
 

第        号 

係 員  係 員  

備考 １ 提出部数は、正本１部、副本１部としてください。 

   ２ ※印の欄には、記入しないでください。 
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新 旧 

 第11号様式（第10条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

工 事 完 了 報 告 書                

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

認定建築主 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

 

 

 次のとおりエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事が完了

したので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則第10条の規定により

報告します。 

１ 
 
 

認定建築物エネルギー
消費性能向上計画の認
定（変更認定）番号 

第      号 

２ 
 
 

認定建築物エネルギー
消費性能向上計画の認
定（変更認定）年月日 

年  月  日 

３ 建 築 物 の 位 置 

（地名地番） 

（住居表示） 

４ 工 事 完 了 年 月 日 年  月  日 

５ 備 考  

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日 

 
 

第     号 

係 員  係 員  

備考 ※印の欄には、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 第８号様式（第11条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

工 事 完 了 報 告 書                

 

年  月  日  

 

  神奈川県知事殿 

 

 

認定建築主 郵便番号                     

住  所 法人にあっては、主たる事務所の     

氏  名 所在地、名称及び代表者の氏名      

電話番号                     

 

 

 次のとおりエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事が完了

したので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則第11条の規定により

報告します。 

１ 
 
 

認定建築物エネルギー
消費性能向上計画の認
定（変更認定）番号 

第      号 

２ 
 
 

認定建築物エネルギー
消費性能向上計画の認
定（変更認定）年月日 

年  月  日 

３ 建 築 物 の 位 置 

（地名地番） 

（住居表示） 

４ 工 事 完 了 年 月 日 年  月  日 

５ 備 考  

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日 

 
 

第     号 

係 員  係 員  

備考 ※印の欄には、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

  

 


